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海
外
の
美
術
品
等
の
我
が
国
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
七
日 
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指
定
を
し
た
海
外
の
美
術
品
等

（
以
下
「

指

定
美
術
品
等

」
と
い
う

。

）
の
名
称

黄
昏
時
の
流
氷

ジ
ヴ

ェ
ル
ニ
ー

の
風
景

、
雪
の
効
果

ラ
・
マ
ン
ヌ
ポ
ル
ト

（
エ
ト
ル
タ

）

エ
ト
ル
タ
の
ラ
・
マ
ン
ヌ
ポ
ル
ト

芍
薬

薔
薇
の
中
の
家

指
定
を
し
た
日

令
和
五
年
八
月
二
十
九
日

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

指
定
の
有
効
期
間

令
和
五
年
九
月
十
一
日
か
ら

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
ま

で同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

指
定
美
術
品
等
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
並
び
に
法
人
に
あ

っ
て
は

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
産
業
経
済
新
聞
社

事
業
本
部
長

三
笠

博
志

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
|
七
|
二

上
野
の
森
美
術
館

館
長

清
原

武
彦

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
一
|
二

大
阪
中
之
島
美
術
館

館
長

菅
谷

富
夫

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
四
|
三
|
一

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
期
間

上
野
の
森
美
術
館

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
一
|
二

令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
八
日

大
阪
中
之
島
美
術
館

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
四
|
三
|
一

令
和
六
年
二
月
十
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
六
日

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

備
考

指
定
美
術
品
等
の
関
係
書
類
を
文
化
庁
企
画
調
整
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に

、
文
化
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る

。
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